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当社市場における上場制度の諸整備について（案） 

平成 22 年 12 月 21 日 

株式会社大阪証券取引所 

項 目 内 容 備 考 

Ⅰ  趣旨 

 

 

 

・ 国内の金融商品取引所に上場している株券の発行者（以下「既上

場会社」という。）が当社が開設する市場に上場申請する場合で

あっても，未公開会社と同様の取扱いとしており，その上場申請

に係る事務及びコスト負担が，既上場会社にとって過度な負担と

なっている。 

・ そこで，既上場会社の上場申請に係る事務及びコスト負担につい

て，より実態に応じた制度へ見直すことで利便性向上を図るた

め，上場制度の整備を行うこととする。 

 

・ 現在，当社が開設する現物株の立会市場

としては，競争売買市場（市場第一部及

び市場第二部）とＪＡＳＤＡＱがある。 

 

 

・ 既上場会社に係る上場手数料等を引き

下げるとともに，上場申請手続きの一部

を簡素化する等の改正を行う。 

 

Ⅱ 概要   

１ 上場申請の手

続き 

・ 上場申請は，有価証券上場申請書のほか所定の書類を提出するこ

とにより行うが，新規上場申請者が既上場会社である場合は，従

来の提出書類の一部を省略できることとする。 

 

・ 上場申請に必要な提出書類のうち，公表

されている資料で代用できるものにつ

いては，提出を省略できることとする。 

 

２ 上場審査基準 ・ 新規上場申請者が既上場会社である場合で，当該申請者の開示実

績が良好であるときは，その状況を勘案して企業内容の開示の適

正性に係る審査を略式化する。 

 

・ ＪＡＳＤＡＱにおける審査略式化の考

え方を，競争売買市場においても導入す

る。 

 

３ 所属部 ・ 国内の他の金融商品取引所において市場第一部に指定されてい

る株券のうち，当社が適当と認めるものについては，市場第一部

に指定できることとする。 

 

・ 重複上場銘柄について取引所ごとに所

属部が異なることによる投資者の混乱

を回避する。 

 

４ 上場審査料等   

(1) 上場審査料 ・ 競争売買市場及びＪＡＳＤＡＱにおいて，新規上場申請者が既上

場会社である場合の上場審査料は，100 万円とする。 

・ 従来は 200 万円。 

・ 通常の上場審査料は従来通り 200 万円。 

(2) 上場市場の

変更審査料 

・ 上場市場の変更（競争売買市場からＪＡＳＤＡＱ又はＪＡＳＤＡ

Ｑから競争売買市場）に係る上場市場の変更審査料は，100 万円

とする。 

・ 従来は 200 万円。 
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項 目 内 容 備 考 

(3) 上場手数料 ・ 競争売買市場の新規上場手数料を次のとおりとする。 

〔定額〕100 万円 

〔定率〕次のａ及びｂの金額とする。 

（ａとｂの合計額は，1,900 万円を上限とする。） 

ａ １株当たりの発行価格に公募を行う株式数を乗じて

得た金額の万分の４ 

ｂ １株当たりの売出価格に売出を行う株式数を乗じて

得た金額の万分の１ 

 

・ 従来は以下のとおり。 

〔定額〕500 万円 

〔定率〕投資単位調整後上場株式１単

位あたり 30 円（1,500 万円を

上限とする。） 

・ 定率部分を上場株式数基準から資金調

達額基準に変更する。 

・ 追加上場手数料は従来どおり。 

 

５ その他   

(1) ベンチャー

ファンド市場

における上場

廃止基準の緩

和 

・ 国内の未公開株等及び上場後５年以内の株券等への投資額の合

計（以下「株券等投資額」という。）が純資産額の 70％未満又は

未公開株等への投資額が株券等投資額の 50％未満となった場合

において，１年以内に株券等投資額が純資産額の 70％以上，かつ，

未公開株等への投資額が株券等投資額の 50％以上とならないと

きには上場廃止することとしているが，当分の間，株券等投資額

の定義を「国内の未公開株等及び上場後 10 年以内の株券等への

投資額の合計」とし，「未公開株等への投資額が株券等投資額の

50％以上とならないとき」については適用しないこととする。 

・ 現下の国内ＩＰＯ市場の長期間にわた

る低迷を受け，上場投資法人における投

資先が限定される環境が継続している

ことを鑑み，上場廃止基準を一部緩和す

る。 

(2) ＥＴＦ市場

における日々

開示方法の変

更 

・ ＥＴＦの一口当たり純資産額と指標の終値の乖離率に係る日々

開示について，それぞれの終値の乖離率を開示する方法から，終

値の変動率の乖離率を開示する方法へ変更する。 

・ 近時，一口当たり純資産額が指標の絶対

値と乖離した水準で設定されるＥＴＦ

が上場している事例があることを踏ま

え，より適切な開示方法に改める。 

(3) その他 ・ その他所要の改正を行う。  

 

Ⅲ  施行日 

 

・ ５(2)は平成 23 年４月を目途に，その他は平成 23 年１月を目途

に施行する。 

 

 

以  上 


